
22町 環 施 第 108号
2023年 2月 24日

町田市情報公開 。個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町田市長職務代理者

町田市副市長 榎本 悦次

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

記

1 「循環型施設プロモーシヨン事業」業務における個人情報業務登録票、個人情報外部
提供登録票、個人情報コンピュータ処理等登録票の変更について

※変更の理由      ｀

愛称募集受賞作品の表彰についてホ∵ムペエジ等に掲載するため

`ま

追力日

添付書類
・個人情報業務登録票     |
。個人情報外部提供登録票
・個人情報コンピュータ処理等登録票

「

08306
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 環境資源部循環型施設整備口果

業務の名称

循環型施設プロモーション事業
管理責任者 環境資源部循環型施設整備課長

登録年月日 2022.5.16

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  □ 本人等以外  □ 目的外利用

記録廃棄の時期  5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

循環型施設整備事業の一環として、施設整備

に関するイベン トや愛称の募集等により、環

覧問題への意識向上や施設に対 して関心を

時つていただき、末永く愛される施設とする
こと。

対象となる個人の範囲
・愛称募集に対 しての応募者
・イベン トの参加希望者および保護者

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

本人等への明示の方法

文書・ 口頭

記録の保管方法

①文書、電子媒体

②キャビネット・書庫に保管

保管上の留意点

キャビネットに施錠

備 考 本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急 □公知  □その他



(第 1号様式 2)

業務の名称 循環型施設プロモとション事業 部 課 名 環境資源部循環型施設整備課

個

人

情

報

記

　

　

　

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想・信条等に関する項 目

Э 氏名
2個人番号

Э 住所
4 J性月け

Э 生年月日

Э 電話番号
7本籍
8国籍
9世帯主との続柄
10親族関係
Э 家庭環境等

② 電子メールアドレス

13

14

15

☆収集の目的

9イ ベント参加希望者
が未成年の場合、保護

者の情報を収集

②電子メールにより、

申し込み等があったと

きのみ収集

1

2

3

4

9
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

主義・主張

支持政党

宗教

趣味 。嗜好

作品

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

1職業・職歴

2地位

3学歴

4各 種団体加入

5賞罰

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的 1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

☆収集の目的

(5)財産・収入に関する項目 (6)心身等に関する項目

1収入状況

2財 産状況

3納税額等

4取 引状況

5公 的扶助の受給

6各 種貸付金

7住 居の間取 り。図面

8金 融機関名

9口座番号

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的 1健康状況
2病歴
3障がいの状況

④ 容姿 (写真)

5

6

7

8

9    ´

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票
部 課 名 環境資源部循環型施設整備課

業務の名称

環型施設プロモーシ ヨン事業

管理責任者 環境資源都循環型施設整備課長

登録年月 日 2022.5.16

利用・提供の期間

随時区 分   □ 目的外利用   ■ 外部提供

不ll

用

提

供

先

名  称

市民 等

利用・耗供の方法

① 閲 覧

② 文書による通知、複写

③ コンピユータ処理等 (ホ ームペ
=ジ )

4その他

業務の名称

利用・提供の条件

提供 目的外の利用の禁止管理責任者

市民 等

利用 ,提供の目的又は理由

受賞作品を公表 し、表彰するため

イベン ト等の様子を公開するため。

利用・提供の法令等の根拠
なし

利用・提供に係る個人情報の項目

1 氏名 (ま たは、ペンネーム)

12 24

13 25

2 住所 (町名まで) 14 26

3

4

5

6

7

8

9

生年月 日 (年代) 15 27

作品 16 28

容姿 (写真 ) 17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

外部提供の際、本人等今同意を求めます。



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 環境資源郡循環型施設整備課

業務の名称

循環型施設プロモエション事業 管理責任者 環境資源部循環型施設整備課長

登録年月 日 2022.5.16

システムの名称

町田市ホームペエジ管理システム (ホ ームページ掲載 )

コンピュータ処理等の目的
・町田市ホームページにおいて受賞作品を公表 し、表彰するため
・町田市ホームページにおいてイベン ト等の様子を公開するため。

コンピュータ処理等の条件
・端末操作は ID、 パスワー ドにより、操作者の個人認証をするとともに、担当者を限定して行 う。
・業務上必要のない項 目は掲載しない。
・スクリーンセーバとを利用する。
・配信はホームページ管理システム用コンテンツ管理サーバとは別に、配信用ウエブサーバーを用いて行い、

ナーバ間はファイアウォールを配し通信を暗号化する。             |

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名 (ま たは、ペンネーム)

12 24

13 25

2 住所 (町名まで) 14 26

3 生年月 日 (年代 ) 15 27

４

５

６

７

８

９

作 品 16 28

容姿 (写真 ) 17 29

18 80

19 81

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備  考



2 2田丁貝朴内第 3 7 3号

2023年 2月 27日

町田市情報公開1個人情報イ呆護

運営審議会会長 りH 野 秀 之 様

町田市長職務代理者

町田市副市長 榎本 悦次

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報イ呆護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のはどよろ
しくお願いいたします。、      ィ

記

「市税収納」、ァ「国民健康保険税 収納」業務における目的外利用について

:    ｀

添付書類

・個人情報目的外利用登録票

06987
スタンプ



(第 5号様式)2

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 各課共通

業務の名称

番号連携

管理責任者 各課長

登録年月 日

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不ll

用

提

供

先

名 称

財務部納税課

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等

(業務システム、中間サーバ)

4そ の他

業務の名称

市税収納

利用・提供の条件

利用目的外の利用を禁止する。管理責任者  `
財務部納税課長

＼

利用・提供の目的又は理由

情報提供ネットワークシステムにより取得 した特定個人情報を個人番号利用事務で利用するため。

利用・提供の法令等の根拠
マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2 個人番号 14 26

3

4

5

6

7

8

9

金融機関 15 27

口座番号 16 28

17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。
マイナンバー法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法律
第 27号 )



(第 5号様式)3

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 各課共通

業務の名称

番号連携

管理責任者 各課長

登録■月日

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不ll

用

提

供

先

名 称

財務部納税課

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等

(業務システム、中間サーバ)

4その他

業務の名称

国民健康保険税 収納

利用・提供の条件

利用目的外の利用を禁止する。管理責任者

財務部納税課長

利用 ,提供の目的又は理由

情報提供ネットワークシステムにより取得した特定個人情報を個人番号利用事務で利用するため。

利用・提供の法令等の根拠
マイナンバエ法第 19条第 8号及び第 9号

利用・提供に係る個人情報の項 目 12 24

1 氏名 13 25

2 個人番号 14 26

3

4

5

6

7

8

9

金融機関 15 27

口座番号 16 28

17 29

18 30

19 31

20 32

21 38

10 22 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知 。同意は省略とします。          、

マイナンバー法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法律

第 27号)   ヽ



22町総市第 645号
2023年 12月 27日

町田市情報公開 。個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町田市長職務代理者

町田市副市長 榎 本 悦 次

町田市教育委員会教育長
坂 本 修

町田市選挙管理委員会委員長
篠 崎 愛 治

町田市代表監査委員
小 泉 めぐみ

町田市農業委員会会長

吉 川 庄 衛

町田市固定資産評価審査委員会委員長
草 薙 一 郎

町田市病院事業管理者
金 崎 早

町田市議会議長

戸 塚 正 人

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほど
よろしくお願いいたします。    ´

「番号連携」業務における個人情報業務登録票の変更について

※変更の理由

業務の実態に合わせた修正を行うため

添付書類
・個人情報業務登録票

記

「 イま追力日

08306
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 各課共通

の名称
管理責任者 各課長

番号連携

登録年月 日 2017.6.12 2022,H.14変 更

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  □ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  7年 ◆ 他の業務からの収集 、(目 的外利用 )

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的
マイナンバー法 (※ )第 19条第 8号及び

第9号の規定により特定個人情報を収集、提

際する。

財務部市民税課 市・都民税賦課

市民碧幕員諺多ゲ_ 住民基本台帳

地域福祉部生活援護課 生活保護(住民税非課税世帯等給付金

地域福祉部障がい福祉課

身体障がい者施設入所措置

身体障がい児・者補装具費支給事業

知的障がい者施設入所措置

障がい福祉サービス・障害児通所給付

障がい者自立支援給付 (自 立支援医療 )

障害児福祉手当、特別障害者手当

経過的福祉手当 (特例的福祉手当)

対象となる個人の範囲
マイナンバエ法に規定のとお りc

いきいき生活部保険年金課

コ民健康保険被保険者資格

ヨ民健康保険医療給付

国民健康保険 不当利得

コ民健康保険葬祭費支給

国民健康保険出産育児一時金

いきいき生活部介護保険課
介護保険被保険者管理

介護保険給付管理

l呆健所保健予防課

予防接種、健康相談

女壬産婦・乳幼児健康診査及び相談支援

養育医療給付申請受付

l呆健所関係各種医療費助成

本人等への明示の方法
子ども生活部子 ども総務課

児童扶養手当

児童手当 (2012年創設 )

子軍とき壊甦支援をンター
母子及び父子・女性福祉資金貸付

母子生活支援施設入所

ひとり親家庭自立支援給付金

記録の保管方法

電子媒体
学校教育部学務課 就学援助

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

保管上の留意点
マインバー法を遵守する

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

マイナンバー法 に規定す る

情報提供者

マイナンバー法に規定する特定個人情

報

備 考

本人等以外からの収集の際の通知は省略

とします。          1
※ 行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律 (平成
25年法律第 27号 )

本人等以外収集の根拠    H
I■ 法令  □緊急  □公知  □その他

マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号



(第 1号様式 2)

!   業務の名称 番号連携 都 課 名  各課共通

個

報

人

情

記

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想・信条等に関する項目 ′

③ 氏名
② 個人番号
③ 住所
④ J陛別

⑤ 生年月日
6電話番号

7本籍
8国籍

9世 帯主との続柄
10親族関係   、

11家庭環境等

9そ の他マイナンバー法に規

定する項目

13

14

15

☆収集の目的 1主 義・主張

2支 持政党

3宗 教

4趣 味・嗜好

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

1職業・職歴
2地位
8学歴
4各種団体力日入
5賞罰

③ 力日入健康保険

Э 取得医療証

Э 力日入介護保険

9利用施設名

③ 自立支援給付

Э その他マイナンバー法に規
定する項目

12

13

14

15

☆収集の目的 1学業成績

2勤務成績

3各種試験成績

4各 種資格

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(5)財産・収入に関する項 目 (6)心身等に関する項 目

Э 収入状況
2財産状況

Э 納税額等
4取引状況

Э 公的扶助の受給   ―

Э 各種貸付金
7住居の間取り。図面

Э 金融機関名

2口座番号

④ 手当の受給

Э その他マイナンバー法に規
定する項目

た2

13

14

15

☆収集の目的 Э 健康状況

② 病歴

Э 障がいの状況
4容姿

Э 医療機関名

③ 妊娠

⑦ 医療給付

攀  .

② 心身の発達状況

③ その他マインバー法に

規定する項目
11

12

13

14

15

☆収集の目的



(別紙) ①他の業務から「番号連携」今の収集 (情報提供ネットワークヘの本人情報の外部提供)

② 「番号連携」から他の業務への提供 (情報提供ネットワークからの本人情報の収集 )

2022.11.14変 更

部課名 業務の名称 ① ②

総務部職員課 給 与 × ○

財務都市民税課 市・都民税賦課

軽自動車税賦課

市たばこ税 p果税

○

×

×

○

○
×

財務部財政課 寄附受理 × X

財務部資産税課 固定資産税・都市計画税賦課 × ○

財務部納税課 市税収納

市税徴収 (滞納整理)

国民健康保険税収納

国民健康保険税徴収 (滞納)

×

×

×

×

×

×

×

×

市民都市民課及び各市民センター 住民基本台帳 ○ ×

士也域福祉部福祉総務課 旧軍人等援護

災害救助

×

×

×

×

地域福社部障がい福祉課 身体障がい児・者記録管理

身体障がい者施設入所措置

身体障がい児・者補装具費支給事業

知的障がい児 。者記録管理

知的障がい者施設入所措置

精神障がド者生活支援

精神障がい者保健福祉手帳  '
難病等医療費助成申請受付 ′

心身障害者医療費助成

障がい福祉サービス・障害児通所給付

障がい者自立支援給付 (自 立支援医療 )

重度心身障害者手当

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

経過的福祉手当 (特例的福祉手当)

特別障害者手当

心身障害者福祉手婆

×

○

○
×

○
×

X

×

×

○

○
×

×

〇

〇

〇
×

×

○

○
×

〇
×

×

×

○

○

○

×

○

○

〇

〇

〇

地域福祉部生活援護課 生活保護

住民税非課税世帯等給付金

○

○

○

O
いきいき生活都介護保険課 介護保険被保険者管理

介護保険給付管理

○

○

O
O

いきいき生活部高齢者福祉課 高齢者施設措置

介護予防・生活支援サービネ事業対象者管理

×

×

×′

×

いきいき生活部保険年金課 国民健康保険被保険者資格

国民健康保卜父税賦課

国民健康保険医療給付

国民健康保険 不当利得

国民健康保険葬祭費支給

国民健康保険保険移送費支給

国民健康保険出産育児一時金支給

国民年金保険料

国民年金給付

特別障害給付金

後期高齢者医療

後期高齢者医療収納・徴収

○

×

○

○

O
O
O
×

×

×

×

×

○

○

○

○

O
O
O
×

×

×

×

×

保健所健康推進課 健康増進健康診査

肝炎ウィルス検診

がん検診

×

×

×

×

×

×

保健所保健予防課 予防接種

健康相談

○

O
○

○



健康教育

妊産婦・乳幼児健康診査及び相談支援

母子訪間指導

歯科口腔健康診査

養育医療給付申請受付

石綿健康被害の救済

保健所関係各種医療費助成

感染症対策

難病保健

×

○
×

×

○
×

○
×

×

×

×

×

×

○
×

○

○
×

子ども生活部子ども総務課 児童育成手当

児童扶養手当

ひとり親家庭等医療費助成

乳幼児医療費助成

児童医療制度申請受付

義務教育就学児医療費助成

児童手当 (2012年創設)

高校生等医療費助成

×

○

×

×

×

×

○
×

○

○

○

O
O
O
○

○

子ども生活部子ども家庭支援センタ= 母子及び父子・女性福祉資金貸付

入院助産

母子生活支援施設入所

ひとり親家庭ホームヘルパー派遣

町田市子育て支援ネットワーク

ひとり親家庭 自立支援給付金

○
×

○
×

×

○

○

○

○

○

×

○

子ども生活都保育・幼稚園課 教育給付に係る支給認定

保育給付に係る支給認定及び保育所等入所

保育料徴収

×

×

×

○

○

○

子ども生活部児童青少年課 学童保育 × ×

学校教育部学務課 奨学金

就学援助

就学奨励費支給

×

○
×

×

×

×

学校教育部保健給食課 児童・、生徒事故災害補償 × ×

2022年 11月 14日 現在

(企 81業務)

①他の業務から「番号連携」業務への収集 (情報提供ネットワークヘの本人情報の外部提供)

晴報提供

ネットワ■ク

システム

② 「番号連携」業務から他の業務への提供 (情報提供ネットワークからの本人情報の収集)

1  情報提供

ネットワ‐ク

B業務

A業務

中間

サーバ

M県

N市

O法人

M県

N市

O法人

A業務

B業務

中間

サエバ
システム



町田市情報公開 。個人情報保護

運営審議会会長 川 野 秀 之 様

22町総市第 645号
2023年 2月 27日

町田市長職務代理者

町田市副市長 榎 本 悦 次

町田市教育委員会教育長
坂 本 修

町田市選挙管理委員会委員長
篠 崎 愛 治

町田市代表監査委員
小 泉 めぐみ

町田市農業委員会会長
吉 )「 | 庄 衛

町田市固定資産評価審査委員会委員長

草 薙 ― 郎

町田市病院事業管理者  :
金 崎 章

町 ]ヨ 市議会議長
戸 塚 正 人

個人情報保護条例の規定に基づく諮問にういて

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほど
よろしくお願いいたします。

「番号連携」業務における個人情報業務登録票の変更について

※変更の理由 ィ

業務の実態に合わせた惨正を行うため

イま追力日

添付書類  
イ

。個
′
人情報業務登録票

記

「

J′

B2564
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 都 課 名 各課共通

業務の名称

番号連携
管理責任者 各課長

登録年月 日 2017.6.12 2022.11.14変 更

収 集 の 時 期  回 定期  ■ 随時 収集の方法  □ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  7年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的
マイナンバー法 (※)第 19条第 8号及び

第9号の規定により特定個人情報を収集、提

供する。

謝務部市民税課 市・都民税賦課

市民馨幕員藍多ダニ 住民基本台帳

地域福祉都生活援護課 生活保護、住民税非課税世帯等給付金

地域福社部障がい福祉課

身体障がい者施設入所措置

身体障がい児 `者補装具費支給事業

知的障がい者施設入所措置

障がい福祉サービス・障害児通所給付

障がい者 自立支援給付 (自 立支援医療)

尊害児福祉手当、特別障害者手当

径過的福祉手当 (特例的福祉手当)

対象 となる個人の範囲
マイナンバー法に規定のとお り。

いきいき生活部保険年金課

国民健康保険被保険者資格

国民健康保険医療給付

国民健康保険 不当利得

国民健康保険葬祭費支給

国民健康保険出産育児一時金

いきいき生活部介護保険課
介護保険被保険者管理

介護保険給付管理

保健所保健予防課

予防接種、健康相談

″壬産婦・乳幼児健康診査及び相談支援

養育医療給付申請受付
′

l呆健所関係各種医療費助成

本人等への明示の方法
子ども生活部子ども総務課

児童扶養手当

児童手当 (2012年創設)

千寧とき豪謹支援センター
母子及び父子・女性福祉資金貸付

母子生活支援施設入所

ひとり親家庭自立支援給付金

記録の保管方法

電子媒体
学校教育部学務課 就学援助

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

保管上の留意点
マインバー法を遵守する

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

マイナ ンバー法に規定す る

晴報提供者

マイナンィミー法に規定す る特定個人情

報

備 考

本人等以外からの収集の際の通知は省略

とします。        ′
※ 行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律 (平成
25年法律第 27号 )

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  □公知  □その他
マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号



(第 1号様式 2)

業務の名称 番号連携 部 課 名  各課共通

個

人

情

報

記

　

　

　

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想 ,信条等に関する項目

③ 氏名
② 個人番号

勒
④ 性別

③ 生年月日
6電話番号

7本籍
8国籍

② 世帯主との続柄

10親族関係

11家庭環境等

② その他マイナンバー法に規

定する項 目

13

14

15

☆収集の目的 1主義

2支持

3宗教

4趣 味

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

主 張

政党

嗜好

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

1職業・職歴
2地位    .
3学歴
4各種団体加入
5賞罰

③ 加入健康保焉父

Э 取得医療証

9加入介護保「父

9利用施設名

⑩ 自立支援給付

③ その他マイナンバー法に規

定する項目
12

13

14

15

☆収集の目的 1学業成績

2勤務成績
8各種試験成績
4各種資格

5

6

7

8

9

10

11

12!

13

14

15

☆収集の目的

(5)財産・収入に関する項 目 (6)心身等に関する項目

蜘
2財産状況

Э 納税額等
4取引状況

Э 公的扶助の受給

③ 各種貸付金
7住居の間取り・図面

Э 金融機関名

9口座番号

③ 手当の受給

Э その他マイナンバー法に規
定する項目

12

13

14

15

☆収集の目的 ③ 健康状況

② 病歴

③ 障がいの状況
4容姿
③ 医療機関名

③ 妊娠

⑦ 医療給付

③ 健診・検査

③ 心身の発達状況

③ その他マインバー法に

規定する項目
11

12

13

14

15

☆収集の目的



(別紙) ①他の業務から「番号連携Jへの収集 (情報提供ネットワーク入の本人情報の外部提供)

② 「番号連携Jか ら他の業務への提供 (情報提供ネットワークからの本人情報の収集)

2022.11.14変 更

部課名 業務の名称 ① ②

総務部職員課 給 与 × ○

財務都市民税課 市・都民税賦課

軽自動車税賦課

市たばこ税課税

○

×

×

○

○
×

財務部財政課 寄附受理 × ×

財務部資産税課 固定資産税・都市計画税賦課 × ○

財務部納税課 市税収納

市税徴収 (滞納整理 )

国民健康保険税収納

国民健康保険税徴収 (滞納)

X
×

×

×

×

×

×

×

市民都市民課及び各市民センター 住民基本台帳 ○ ×

地域福祉部福祉総務課 旧軍人等援護

災害救助

×

×

×

×

地域福祉部障がい福祉課 身体障がい児・者記録管理

身体障がい者施設入所措置

身体障がい児 。者補装具費支給事業

知的障がい児・者記録管理

知的障がい者施設入所措置

精神障がい者生活支援

精神障がい者保健福祉手帳

難病等医療費助成申請受付

心身障害者医療費助成

障がい福祉サービス・障害児通所給付

障がい者 自立支援給付 (自 立支援医療)

重度心身障害者手当

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

経過的福祉手当 (特例的福祉手当)

特別障害者手当

心身障害者福祉手当       '

×

○

○
×

○
×

×

×

×

○

○

×

×

○

○

○
×

×

○

○
×

○

×

×

×

○

○

O
×

○

O
O
O
O

地域福祉部生活援護課 生活保護

住民税非課税世帯等給付金

○

○

O
O

いきいき生活部介護保 1子父課 介護保険被保険者管理

介護保険給付管理

○

○

○

○

いきいき生活部高齢者福祉課 高齢者施設措置

介護予防・生活支援サービス事業対象者管理

×

×

×

×

いきいき生活部保険年金課 国民健康保険被保険者資格

国民健康保険税賦課

国民健康保険医療給付

国民健康保険 不当利得

国民健康保険葬祭費支給

国民健康保険保険移送費支給

国民健康保険出産育児一時金支給

国民年金保険料

国民年金給付

特別障害給付金

後期高齢者医療

後期高齢者医療収納・徴収

○

×

○

○

○

○

○
×

×

×

×

×

O
O
O
O
O
O
O
×

×

×

×

×

保健所健康推進課 健康増進健康診査

肝炎ウィルス検診

がん検診

×

×

×

×

×

×

保健所保健予防課 予防接種

健康相談

○

○

○

○



健康教育

妊産婦・平L幼児健康診査及び相談支援

母子訪問指導

歯科口腔健康診査

養育医療給付申請受付

石綿健康被害の救済

保健所関係各種医療費助成

感染症対策

難病保健

×

○
×

×

○

×

○

×

×

×

×

×

×

○
×

○

○

×

子ども生活部子ども総務課 児童育成手当

児童扶養手当

ひとり親家庭等医療費助成

乳幼児医療費助成

児童医療制度申請受付

義務教育就学児医療費助成

児童手当 (2012年創設 )

高校生等医療費助成

×

○

×

×

×

×

○
×

○

○

○

○

○

○

O
O

子ども生活部子ども家庭支援センター 母子及び父子・女性福祉資金貸付

入院助産

母子生活支援施設入所

ひとり親家庭ホームヘルパー派遣

町田市子育て支援ネッ トワーク

ひとり親家庭 自立支援給付金

○
×

○
×

×

○

○

○

○

○

×

○

子 ども生活部保育・幼稚園課 教育給付に係る支給認定

保育給付に係る支給認定及び保育所等入所

保育料徴収

×

×

×

○

○

○

子 ども生活部児童青少年課 学童保育 × ×

学校教育部学務課 奨学金

就学援助

就学奨励費支給

×

○
×

×

×

×

学校教育部保健給食課 児童・生徒事故災害補償 × ×

2022年 11月 14日 現在

(全 81業務 )

①他の業務から「番号連携」業務への収集 (情報提供ネットワークヘの本人情報の外部提供)

情報提供

ネットワーク

システム

② 「番号連携」業務から他の業務への提供 (情報提供ネットワークからの本人情報の収集)

1  情報提供

ネットワーク

B業務

A業務

中間

サiバ
番号

連携

M県

N市

O法人

M県

N市

O法人

A業務

B業務

中間

サーバ
番号

連携
システム



22町地生第 478号
2023年 2月 28日

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町田市長職務代理者

町田市副市長 榎本 悦次

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

「生活保護」業務における個人情報目的外和J用登録票、個人情報外部委託等登録界の変
更について

※変東の理由   i
番号連携により、生活保護受給者の医療扶助の該当資格を確認するため
「

一

」
`ま

肖JF余、 「 イま追力日

添付書類 「       イ

・個人情報目的外利用登録票
。個人情報外部委託等全録票

記

B2564
スタンプ



(第 5号様式)5

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 各 E果共通

管理責任者 各課長

登録年月 日 2017.6.12

業務の名称

番号連携

区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

利用・提供の期間

通年

名 称

地域福祉部生活援護口果

利用・提供の方法

1閲 覧
2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等

(業務システム、中間サーバ
)

4そ の他

業務の名称

生活保護

利

用

・
提

供

先
管理責任者

地域福祉部生活援護課長

利用・提供の条件

利用目的外の利用を禁止する。

利用・提供の目的又は理由

情報提供ネ ットワークシステムにより取得 した特定個人情報を個人番号利用事務で利用するため。

利用・提供の法令等の根拠
マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号

利用 ,提供に係る個人情報の項目 12納 税額等 24

1 氏名 13公 的扶助の受給 25

2 個人番号 14各 種貸付金 26

3 住所 15手 当の受給 27

4 J性男可 16障 がいの状況 28

5 生年月 日 17医 療機関名 29

6 世帯主との続柄 18妊 娠 30

7 加入健康保険 19医 療給付 31

8 取得医療証 20 32

9 加入介護保険 21 33

10利 用施設名 22 34

11自 立支援給付 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。
ヤイナンバー法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年
第 27号 )



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 地域福祉部生活援護課

業務の名称

生活保護

管理責任者 地域福祉部生活援護課長

登録年月 日 2017.6.12

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

各課共通

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、イ(夏 写

③ コンピュニタ処理等

(業務システム、中間サーバー)

4そ の他

業務の名称

番号連携

利用 。提供の条件

利用 目的外の利用を禁止するc管理責任者

各課長

利用・提供の目的又は理由

情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の外部提供を行 うため。

利用 ,提供の法令等の根拠

マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号

利用・提供に係る個人情報の項目 12納 税額等 24

1 氏名 13公 的扶助の受給 25

2 個人番号 14各 種貸付金 26

3

4

5

6

7

8

9

住 所 15手 当の受給 27

′陛男町 16障 がいの状況 28

生年月 日 17妊 娠 29

世帯主との続柄 18医 療機関名 30

加入健康保険 19医 療給付 31

取得医療証 20そ の他番号法に規定す る項 目 32

加入介護保険 21 33

10利 用施設名 22 34

11自 立支援給付 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。
マイナンバー法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法律
第 27号 )



(第 12号様式)2

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 地域福祉部生活援護課

管理責任者 地域福祉部生活援護課長

業務の名称 登録年月 日 1989.10,1
活保護

委託等の条件 ① 秘密の保持

名称及び所在地
② 第二者への提供の禁止

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

都社会保険診療報酬支払基金

③ 指示目的以外の使用の禁止

代 表 者 東京都社会保険診療報酬支払基金理事長

管理責任者 東京都社会保険診療報酬支払基金理事長

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

③ 職員による立入り調査

委託等の内容

医療費の審査及び支払

委託等の理由  生活保護法砦 に定める医療機関の医療費の

報酬額の決定

委託等の 期 間 ⑨ その他

個人情報保護規定整備済年

委託等に係 る保有個人情報の項 目  12健 康状況 24

1 氏猪 13病 歴 25

２

３

４

５

６

７

８

９

蝦 14妊 娠 26

住所 15 病名 27

J性男町 16健 診・検査 28

生年月 日 17 事故 (怪我)の状況 29

死 亡 18 医療機関名 80

住民異動年月日 19 薬局名 31

異動事由 20 医療給付 32

加入健康保険 21 38

10取 得医療証 22 34

11公 的扶助の受給 23 35

備  考



22町 い保第 4648号
2022年  2月 27日

町田市情報公開 。個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町田市長職務代テ止里者

町田市副市長 榎本 悦次

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでど審議のほどよろ
しくお願いいたします。

'「 記         .

1 「国民健康保険被探険者資格」「国民健康保険税賦課」 「国民健康イ呆険医療給付」
業務における個人情報目的外利用丞録東あ変更について

2 「国民健康保険葬祭費支給」「国民健康イ呆険出産育児一時金支給」業務における個
人情報業務登録票の変更及び目的外利用、ヨンピュータ処理等について

3 「国民健康保【父不当利得」業務における個人情報業務登録票、,個人情報目的外利用
登録票、個人情報外部提供登録票の変更及び外部提供(コ ンピュータ処理等につい
て       1     1 7

※変更の理由      |
・番号連携により公金受取画座として登録されている口座情報を収集するため
・オンラインで資格確認を行うため          :
・個人情報取扱事務が追加されたため                 !
。業務の実態に合わせた修正を行うため

|ま肖Ul余、 イま追力日「

添付書類
・個人情報業務登録票
・個人情報目的外利用登録票   :
。個人情報外部提供登録票
:個人情報コンピュータ処理等登録葉

B2564
スタンプ



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 各課共通

業務の名称

番号連携

管理責任者 各課長

登録年月日 2017.6.12

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不ll

用

提

供

先

名 称

いきいき生活部保険年金課

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等

(業務システム、中間サーバ)

4その他

業務の名称

国民健康保険被保険者資格

利用・提供の条件

利用目的外の利用を禁止する。管理責任者

いきいき生活部保険年金課長

利用・提供の目的又は理由

情報提供ネ ットワークシステムにより取得 した特定個人情報を個人番号利用事務で利用するため。

利用 '提供の法令等の根拠  |
マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号

利用・晃供に係る個人情報の項 目 12納 税額等 24

1 氏名 18 25

2 個人番号 14坤 26

3 住所

4 J性丹可

15倖諄 逹 堪 靭 幌 27

16髪 望 鞄 婚 与 潟 日 難 調 髪 頼 曝 28

5 生年月 日 17 29

6

7

8

9

世帯主 との続柄 18 30

加入健康保険 19 31

取得医療証 20 32

∞ 21 33

10呻 22 34

11弾 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。
マイナンバー法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法律

第 27号)              .



(第 5号様式)1

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 いきいき生活部保険年金課

業務の名称   (
国民健康保険被保険者資格

管理責任者 ヤヽきいき生活部保険年金課長

登録年月日 2017.6.12

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

各課共通

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等

(業務システム、中間サーバ )

4その他

業務の名称

番号連携

利用・提供の条件

利用 目的外の利用を禁止する。管理責任者

各課長

利用・提供の目的又は理由

情報提供ネットウエクシステムによる特定個人情報の外部提供を行 うため。

利用・提供の法令等の根拠
マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号

利用・提供に係る個人情報の項 目 12納 税額等 24

1 氏名 134即 勢 穀 p咲 給 25

2 個人番号 14ヨ理 解 壌 給 26

3

4

5

6

7

8

9

住所 15的 27

性月可 16そ 寄 修 學 幹 熱 朝 読 学 嬌 項 昇 28

生年月日 17 29

世帯主との続柄 30

加入健康保険 19 31

取得医療証 20 32

1 蜘 21 33

10婢 22 34

11喜立実援給帯 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知 。同意は省略とします。
マイナンバー法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法律

第 27号 )



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 各課共通

管理責任者 各課長

登録年月 日 2017.6.12

業務の名称

番号連携

区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

利用・提供の期間

通年

名 称
いきいき生活部保険年金課

利用 。提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ ヨンピュータ処理等

(業務システム、中間サーバ )

4そ の他

業務の名称

国民健康保険税賦課

利

用

・
提

供

先
管理責任者
いきいき生活部保険年金課長

利用・提供の条件

利用 目的外の利用を禁止する。

利用・提供の目的又は理由

情報提供ネットワークシステムにより取得 した特定個人情報を個人番号利用事務で利用するため。

利用・提供の法令等の根拠
マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号

利用・提供に係る個人情報の項目

1 氏名

12坤 24

13拒鞘斗堪喉鵠 25

２

３

４

５

６

７

８

９

個人番号 14要望 粘 幡 与 渕 辮 顛 郵 毛 頼 喜 26

住所 15 27

性男け 16 28

生年月日 17 29

世帯主との続柄 18 30

加入健康保険 19 31

帥 20 32

∞ 21 38

10帥 22 34

11納税額等 23 35

備 考                                     '
目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。
マインバー法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法律第
27号 )



(第 5号様式)16

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 各課共通

業務の名称

番号連携

管理責任者 各課長

登録年月日 2017.6.12

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

いきいき生活部保険年金課

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等

(業務システム、中間サーバ)

4そ の他

業務の名称

国民健康保険医療給付

利用・提供の条件

利用目的外の利用を禁止する。管理責任者

いきいき生活部保険年金課長

利用・提供の目的又は理由

情報提供ネ ットワークシステムにより取得 した特定個人情報を個人番号利用事務で利用するため。

利用 。提供の法令等の根拠
マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号

利用・提供に係る個人情報の項目 12納 税額等 24

1 氏名 13と単 鍔 ∪ 罪 妥 給 25

2 個人番号 14金 融機関名 26

3 住所 15口 座番号 27

4 ′
l生男可 16坤

―
28

5 生年月 日 17禅罰羊堪峡幌 29

6 世帯主との続柄 18鋏 30

7 加入健康保険 19鶉 31

8 呻 20髪 望 馳 番 与 閥 寄 鶏 欝 耗 頼 二 32

9  カ曝ヌ<多洋詞峯牟稚将無 21 33

10喜茎実援給準手 22 34

11収 入状況 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。
マイナンバー法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法律

第 27号 )



(第 5号様式)1

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 いきいき生活部保険年金課

業務の名称

国民健康保険医療給付

管理責任者 いきいき生活部保険年金課長

登録年月 日 2017.6,12

利用 。提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不U

用

提

供

先

名 称

各課共通

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等
|   (業 務システム、中間サーバ )

4そ の他

業務の名称

番号連携

利用・提供の条件

利用目的外の利用を禁止する。管理責任者

各課長

利用・提供の目的又は理由

情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の外部提供を行 うため。

利用・提供の法令等σ)根拠
マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号

利用・提供に係る個人情報の項目

1 個人番号

12妊 娠 24

13医 療給付 25

2

3

4

5

6

7

8

9

14雲筆 鞄 婚 与 閥 辮 態 調 髪 頼 尋 26

加入健康保険 15 27

中 16 28

的 17 29

帥 18 30

収入状況 19 31

納税額等 20 32

21 33

10手翌睾Ψ芽多き鶉鉾 22 34

11卜鞘山癖3供滉 23 35

備 考         .
目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。
マイナンバー法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法律

第 27号)             |



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 いきいき生活部保険年金課

業務の名称

国民健康保険  葬祭費支給

管理責任者 いきいき生活部保険年金課長

登録年月 日 1989,10.1 1998.9,7 2014.10.20変 更

収 集 の 時 期  回 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  日 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期
葬祭を行つた日の翌日か

ら2年
◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

葬祭費の適正な支給

各課共通 番号連携

各
下
暑贄U最読盗び 住民基本台帳

凍農準基象活部 国民健康保険 被保険者資格

対象となる個人の範囲

死亡被保険者の葬祭施主

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集)

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

本人等への明示の方法

口頭により明示する

記録の保管方法

①文書・電子媒体
②書庫に保管

保管上の留意点

①書庫に施錠

②磁気ディスク・マグネットテープは正副
2本作成して 1本は外部保管委託

備 考 本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急 □公知  □その他



(第 1号様式 2)

業務の名称  国民健康保険 葬祭費支給

記

部 課 名 いきいき生活部保険年金課

個

人
　
　
　
情

　
　
　
報

録

の

項

目

(1)基本的項目 (2)思想・信条等に関する項目

① 氏名      '
② 個人番号
③ 住所

｀

④ 性別         ｀

⑤ 生年月日

⑥,電話番号
7本籍
8国籍
⑨ 世帯主との続柄
⑩ 親族関係
11家庭環境等 !

⑫ 成年後見
④ 相続人     /
⑭ 住民異動年月日

⑮ 異動事由
④ 住民記録システム注意情報

☆収集の目的 1主義・主張

2支持政党

3宗教

4趣味・嗜好

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項 目 (4)成績・資格等に関する項目

1

2

3

4
5

③

7

8

9

10

11

12

13

14

15

職業・職歴 、

地位   i
学歴

各種団体力日入

賞罰

加入健康保険

☆収集の目的 1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

18

14

15

学業成績
|

勤務成績

各種試験成績

各種資格

☆収集の目的

(6)財産 。収入に関する項 目 (6)心身等に関する項目

1

2

3

4
5

6

7

Э
②

③
11

12

13

14

15

収入状況

財産状況    `
納税額等   

｀

取引状況

公的扶助の受給

各種貸付金 I

住居の間取 り。図面

金融機関名

口座番号

保険給付状況

☆収集の目的 1健康状況 ム

2病歴

8障がいの状況

4容姿
5

6

7

8

9

10

11

12  !

13

14

15

☆収集の目的

ヽ



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 各課共通

業務の名称

番号連携

管理責任者 各課長

登録年月 日

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

いきいき生活部保険年金課

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等

(業務システム、中間サーバ )

4その他

業務の名称

国民健康保険葬祭費支給

利用・提供の条件

利用 目的外の利用を禁止する。管理責任者

いきいき生活部保険年金課長

利用・提供の目的又は理由

情報提供ネットワークシステムにより取得した特定個人情報を個人番号利用事務で利用するため。

利用・提供の法令等の根拠
マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2 個人番号 14 26

3

4

5

6

7

8

9

金融機関名 15 27

口座番号 16 28

17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。
マイナンバー法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法律

第 27号 )



(第 5号様式)

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

都 課 名 市民都市民課及び各市民センター

業務の名称

住民基本台帳

管理責任者 市民部市民課長及び各市民センター長

登録年月 日

利用・提供の期間

随時区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

いきいき生活部保険年金課

利用 ,提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等 (業務システム)

4そ の他
業務の名称

国民健康保険 葬祭費支給

利用・提供の条件

利用目的以外の使用を禁上 します。管理責任者

いきいき生活部保険年金課長

利用・提供の目的又は理由

個人番号利用事務の実施にあたり、本人が通知カー ドやマイナンバーカー ドを所持せず個人番号が不明の場合、

又は個人番号の真正性に疑義がある場合に、対象者の個人番号を確認するため。

利用・提供の法令等の根拠

なし

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1氏 名 13 25

2

3

4

5

6

7

8

9

個人番号 14 26

住 所 15 27

性 男可 16 28

生年月日 17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等へ同意を求めます。



(第 6号様式 )

個人情報コンピュ下夕処理等登録票 部 課 名 V｀ きい き生活部保険年金課

管理責任者 いきいき生活部保険年金課長
業務の名称      i
国民健康保険 葬祭費支給

登録年月 日

システムの名称

住民記録システム

コンピユータ処理等の目的

個人番号利用事務の実施にあたり、本人が通知カー ドやマイナンバーカー ドを所持せず個人番号が不明の場合、

又は個人番号の真正性に疑義がある場合に、対象者の個人番号を含む本人確認情報をシステムを用いて検索する。

ヨンピュータ処理等の条件
・オンラインによる画面検索のみと/

・ ID・ パ承ワ‐ ドにより操作者を限定する。

・スクリーンセイバ▼を使用する。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1氏 名

12 24

13 25

2 個人番号 14 26

３

４

５

６

７

８

９

住 所 15 27

性  別 16 28

生年月日 17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 いきいき生活都 保険年金課

業務の名称

国民健康保険 出産育児一時金支給
管理責任者 いきいき生活部 保険年金課長

登録年月 日
1994.12.12  1998.9.7  2009.11.9

2014.10,20変 更

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  □ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 出産 日の翌 日から2年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

出産育児一時金の道正な支給
各課共通 番号連携

市民都市民課及 び各市民セ
ンター 住民基本台帳

レ｀

国民健康保険 被保険者資格

対象 となる個人の範囲

出産被保険者 とその属する世帯の世帯主

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

本人等への明示の方法

口頭により明示する。

記録の保管方法

①文書・電子媒体  4
②キャビネット・書庫・倉庫に保管

保管上の留意点

キャビネット・書庫・倉庫はすべて施錠

備  考 本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急 □公知  □その他



ヽ

(第 1号様式 2)

業務の名称 国民健康保険 出産育児一時金支給 部 名 いきいき生活部 保険年金課

個

人

情

報

記

録

の

項

目

◆ 基本的項 目 ◆ 思想 。信条等に関する項目

① 氏名    ―

② 個人番号
③ 住所
④ 性別      .
⑤ 生年月日

⑥ 電話番号

7本籍
8国籍
⑨ 世帯主との続柄
⑩ 親族関係
11家庭環境等
⑫ 住民異動年月日
③ 異動事由   ｀

9住民記録システム注意情報
15

☆収集の目的 1主 義・主張

2支 持政党

3宗 教

4,趣味・嗜好

5

6

7

8
9

10       ,

11

12

13

14

15

☆収集の目的

◆ 社会的地位等に関する項目 ◆ 成績・資格等に関する項目

1

2

3

4
5

③

7

8

9

10

11

12

13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

加入健康保険

☆収集の目的 1学業成績

2勤務成績
3各種試験成績
4各種資格

5

6

7

8     1,

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

◆ 財産・収入に関する項目 ◆ 心身等に関する項 目

1収入状況
2財産状況
3納税額等
4取引状況
5公的扶助の受給
61各種貸付金
7住居の間取り。図面

③ 金融機関名

③ 口座番号

③ 保険給付状況

③ 出産費用
12

13

14   
´

15

☆収集の目的 1

2
3

4
Э
③
7

8

9

10

11

12

13

14

15

健康状況

病歴

障がいの状況

容姿

出産の状況

分娩機関名

☆収集の目的



(第 5号様式)

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 各課共通

の名称

番号連携

管理責任者 各課長

登録年月 日

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

いきいき生活部保険年金課

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

⑥ コンピュータ処理等

(業務シ不テム、中間サーバ)

4その他

業務の名称

.   国民健康保険出産育児一時金

利用・提供の条件

利用目的外の利用を禁止する。管理責任者
いきいき生活部保険年金課長

利用・提供の目的又は理由

情報提供ネットワークシステムにより取得 した特定個人情報を個人番号利用事務で利用するため。

利用・提供の法令等の根拠
マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号

利用・提供に係る個人情報の項目

1 氏名

12 24

13 25

2 個人番号 14 26

3

4

5

6

7

8

9

金融機関名 15 27

口座番号 16 28

17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。
マイナンバー法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法律

第 27号 )



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票
部 課 名 市民都市民課及び各市民センター

管理責任者 市民部市民課長及び各市民センター長

登録年月日

業務の名称

住民基本台帳

区 分   ロ ロ的外利用   □ 外部提供

利用・提供の期間

随時

名 称   ,
いきいき生活部保険年金課

利用 `提供の方法
′ 1閲 覧

2文書による通知、複写  「   '
③ ヨンピュータ処理等 (業務システム)

4その他

業務の名称

国`民健康保険 出産育児一時金支給

利

用

・
提

供

先 管理責任者

いきいき生活部保険年金課長

(

利用・提供の条件 .

利用目的以外の使用を禁止 します。

利用・提供の目的又は理由

個人番号利用事務の実施にあたり、本人が通知カー ドやマイナンバーカー ドを所持せず個人番号が不明の場合、

又は個人番号の真正性に疑義がある場合に、対象者の個人番号を確認するため。

利用・提供の法令等の根拠

なし

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1氏 名 25

２

３

４

５

６

７

８

９

個人番号 14 26

住 所 15 27

Jl生  男ll 16 28

生年月 日 17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 '3ら

備 考
目的外利用の際、本人等べ同意を求めます。



(第 6号様式)

個人情報ヨンピュータ処理等登録票 都 課 名 いきいき生活都イ呆険年金課

管理責任者 ヤ`きいき生活部保険年金課長
業務の名称

国民健康保険 出産育児一時金支給

登録年月 日

システムの名称

住民記録システム

個人番号利用事務の実施にあたり、本人が通知カードややイナンバーカ‐ドを所持せず個人番号が不明の場合、
は個人番号ゐ真正性に疑義がゎる場合に、対象者の個本番号を含む本人確認情報をンステムを用いて検索する。

コンピュータ処理等の目的

ヨンピュータ処理等の条件
・オンラインによる画面検索のみ。
,ID・ パスワ‐ドにより操作者を限定する。
・スクリーンセイバーを使用する。

コンピ|ュ■夕処理等をする

個人情報の項目

1氏 名

12 24

13 25

2

3

4

5

6

7

8

9

個人番号 14 26

住 所 15 27

↑ナヒ 月町 16 28

生年月日 17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

■ 0 22 34

11 23 35、

備 考



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名  いきいき生活都保険年金課

業務の名称

国民健康保険 不当利得
管理責任者  いきいき生活部保険年金課長

登録年月日
1994.12.12  1998.9.7  2014.10.20

2019.2,18 2021.H.8変 更

収集の時期  回 定期  ■ 随時 収集の方法 日 本人等 ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期
保険者が支払つた日の翌

日から10年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

被保険者資格喪失後の受診等不当利得に

よる保険給付費の回収を図る。

各課共通 番号連携

謝務部納税課 市債権徴収一元化

市民都市民課及び

各市民センター
住民基本台帳

いきいき生活部保険年金課

国民健康保険

国民健康保険

国民健康保険

国民健康保険

国民健康保険

被保険者資格

医療給付

移送費支給

出産育児一時金支給

葬祭費支給

対象となる個人の範囲

被保険者資格喪失者

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

名ヽ医療保険者

(市区町村を含む)

加入健康保険

本人等への明示の方法

口頭により明示す る。

罹用主その他の関係者 加入健康保険

的

記録の保管方法

③ 文書 。電子媒体

② 書庫に保管

保管上の留意点

③ 書庫に施錠

② 磁気ディスク 。マグネットテープは正副
2本を作成して 1本は外部保管委託

備 考

本人等以外から収集の際、通知は省略とし

ます。

本人等以外収集の根}処

■法令  □緊急  □公知 !■その他

国民健康保険法第113条の2

転入転出者の記録を医療保険者に資格確認をする。



(   .

(第 1号様式2)

業務の名称 国民健康保険 不当利得 部 課 名 いきいき生活部保険年金課

個

　

　

　

人

　

　

　

情

報

記

　

ヽ

録

の

項

目

(1) 基本的項目 (2) 思想・信条等に関する項目

① 氏名     イ

② 個人番号
③ 住所

④ 性別

⑤ 生年月日

⑥ 電話番号
⑦ 本籍

｀

③ 国籍       :
⑨ 世帯主との続柄
⑩ 親族関係
⑪ 家庭環境等    .
⑫ 住民異動年月日

④ 異動事由

⑭ 住民記録システム注意情報
15                   

｀

☆収集の目的 1主義

2支持

3宗教

4趣味

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

主 張

政党
/

嗜好

☆収集の目的

(3)社 会的地位等に関する項目 (4) 成績・資格等に関する項目

③

2

3

4
5

③
⑦
8

9

10

11

12

13

f4

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

加入健康保険

取得医療証

☆収集の目的 1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

学業成績

勤務成績
.

各種試験成績

各種資格

☆収集の目的

(5) 財産・収入に関する項目 (6)′心身等に関する項目

Э 収入状況

② 財産状況  
｀

Э 納税額等

④ 取引状況

Э 公的扶助の受給
③ 各種貸付金
7住居の間取り。図面
Э 金融機関名
9日座番号
③ 保険給付状況
11               :

12                  
｀

13

14

15

☆収集の目的 Э 健康状況

② 病名  .
② 障がいの状況
4容姿

Э 医療機関名

③ 医療給付
7

8          (
9    .

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的



(第 5号様式)

個 人 IB晴 報

目的外利用・外部提供登録票
管理責任者 ヤヽきいき生活部保険年金課長

登録年月 日 2021.12.13

業務の名

国民健康保険 不当利得

p

区 分   ■ 目的外利用   回 外部提供

利用・提供の期間

通年

各課共通

名 称 利用・提供の方法
1、 閲 覧
2文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等

(業務システ小、中間サーバ)

4その他
｀

業務の名称

番号連携

利

用

・
提

供

先 管理責任者

各課長

利用・提供の条件    ・

禾U用 目的外の利用を禁止する。

利用・提供の目的又は理由

情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の外部提供を行 うため。

利用・提供の法令等の根拠
マイナンバー法第 19条第 8号及び第 9号

利用・提供に係る個人情報の項目
＼ 12 24

1 個人番号 13 25

２

　

　

３

14 26

加入健康保険 15 27

4 孵 16 28

5 17 29

6

7

8

9

中 18 30

鞘 19 31

その 他 番 尋 楼 揺規 定 李 る 項 尋   20 32

21 33

10 22 84

11 23 35

備 考

目的外利用
マイナンバ

第27号 )

の際、本人等への通知・同意は省略とします。
‐法 :行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票
部 課 名 市民都市民課及び各市民センター

業務の名

住民基本台帳

管理責任者 市民都市民課長及び各市民センター長

登録年月日

利用・提供の期間

随時区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不ll

用

提

供

先

名 称

いきいき生活部保F父年金課

利用・提供の方法

il閲  覧
2文書による通知く複写

③ コンピュータ処理等 (業務システム)

4その他
業務の名称

国民健康保険 不当利得

利用・提供の条件

利用目的以外の使用を禁上します。管理責任者
いきいき生活部保険年金課長

利用・提供の目的又は理由

個人番号利用事務の実施にあたり、本人が通知カー ドやマイナンバエカー ドを所持せず個人番号が不明の場合 (

又は個人番号の真正性に疑義がある場合に、対象者の個人番号を確認するため。

利用・提供の法令等の根拠
、なし

利用・提供に係る個人情報の項 目 12 24

1氏 名 13 25

2 個人番号 14 26

3

4

5

6

7

8

9

住 所 15 27

性 別 16 28

生年月 日 ■ 7 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等へ同意を求めます。



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 いきいき生活部保険年金課

業務の名称

民健康保険不当利得

管理責任者 いきいき生活部保険年金課長

登録年月 日

利用 。提供の期間

随時区 分   □ 目的外利用   口 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

各医療保険者 (市 区町村を含む)

利用 i提供の方法
1閲 覧

② 文書による通知、複写
3コ ンピュータ処理等

④ その他 (口 頭)

業務の名称

不当利得

利用・提供の条件

提供 目的外の使用を禁止 します。管理責任者

各医療保険者 (市区町村を含む)の長

利用・提供の目的又は理由

不当利得が発生した場合に、加入 している健康保険に請求するため。

利用・提供の法令等の根拠

国民健康保険法第H3条の2

利用・提供に係る個人情報の項 目 12収 入状況 24

1 氏名 13公 的扶助の受給 25

2

3

4

5

6

7

8

9

住所 14保 険給付状況 26

性男可 15健 康状況 27

生年月 日 16病名 28

電話番号 17障 がいの状況 29

世帯主との続柄 18医 療機関名 30

親族関係 19医 療給付 31

住民異動年月日 20 32

職業・職歴 21 33

10加入健康保険 22 34

11取得医療証 23 35

備 考    ′

外部提供の際、本人等への通知・同意は省略としますも



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票
郡 謝 名 いきいき生活部保険年金課

管理責任者 ヤヽきいき生活部保険年金課長

登録年月 日

業務 称

民健康保険不当利得

区 分   □ 目的外利用
(  

■ 外部提供

利用・提供の期間

随時    ,

名 称

各都道府県国民健康保険団体連合会

利用・提供の方法
1閲 覧    |
② 文書による通知、複写    ｀

③__ュ∠ピュ
=_夕

処理等 (業務システム)

④ その他 (白頭)

業務の名称

不当利得

利

用

・
提

供

先 管理責任者

各都道府県国民健康保険団体連合会の長

利用・提供の条件

提供目的外の使用を禁上します。

利用・提供の目的又は理由
・不当利得が発生した場合に、加入している健康保険に請求するため。
・診療報酬請求に過誤が発生した際、その事実と内容を連絡し、調整する。

利用・提供の法令等の根拠

なし

利用・提供に係る個人情報の項目 12収 入状況 24‐

1-氏名 13公 的扶助の受給 25

2 住所 14保険給付状況 26

３

４

５

６

７

８

９

．

J性丹可 15健 康状況 27

生年月日 16病 名 28

電話番号 17障 がいの状況 29

世帯主との続柄Ⅲ 18医療機関名 30

プ

親族関係 19医 療給付 31

住民異動年月日 20 32ト

職業 :職歴 21 33

10加入健康保険 22 34

11取得医療証 23 35

部提供の際、本人等への通知・同意は省略とします。

備  考



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票
部 課 名 いきいき生活部保険年金課

業務の名称

民健康保険不当利得

管理責任者 いきいき生活部保層父年金課長

登録年月 日 1998.9,7

利用・提供の期間

Fl芭 時区 分   □ 目的外利用   ■ 外部提供

禾ll

用

提

供

先

名 称

保険医療機関等

利用・提供の方法

1閲 覧

3コ ンピュ=夕処理等

④ その他 (口頭)

用・提供の条件

目的外の使用を禁生します。

業務の名称

医療業務

管理責任者

l呆
―険医療機関等の長

利用・提供の目的又は理由

診療報酬請求に過誤が発生 した際、その事実と内容を連絡 し、調整する。

利用 。提供の法令等の根拠
なし

ヽ

利用・提供に係る個人情報の項目

1 氏名

12保 険給付状況 24

18医 療給付 25

2

3

4

5

住所 14 26

性 別 15 27

生年月 日 16 28

電話番号 17 29

6 世帯主との続柄 18 30

7 親族関係 19 31

8 住民異動年月 日 20 32

9 加入健康保険 21 38

10収 入状況 22 34

11公的扶助の受給 23 35

備 考

外部提供の際、本人等人の通知・同意は省略とします。



(第 5号様式)

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票
部 課 名 いきいき生活部保険年金課

業務の名称

民健康保険不当利得

管理責任者 いきいき生活部保険年金課長

登録年月 日 1998,9,7

利用・提供の期間

随時区 分   □ 目的外利用   ■ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

l呆険薬局

利用 。提供の方法
1閲 覧

② 文書による通知、複写
3コ ンピュータ処理等

④ その他 (口 頭)

業務の名称

調剤業務

利用・提供の条件

躍供目的外の使用を禁止します。管理責任者

l呆 険薬局の長

利用・提供の目的又は理由

診療報酬に過誤が発生 した際、その事実と内容を連絡 し、調整する。

利用・提供の法令等の根拠

なし

利用・提供に係る個人情報の項目 12保 険給付状況 24

1 氏名 13医 療給付 25

2

3

4

5

住所 14 26

性男け 15 27

生年月 日 16 28

電話番号 17 29

6 世帯主との続柄 18 30

7

8

9

親族関係 19 31

住民異動年月日 20 32

加入健康保険 21 33

10収入状況 22 34

11公的扶助の受給 23 35

備 考

外部提供の際、本人等への通知・同意は省略とします。



(第 6号様式)

個人情報コンピユァタ処理等登録票 部 課 名 V｀ きいき生活部保険年金課

業務の名称

国民健康保険 不当利得 管理責任者 ヤ`きいき生活部保険年全課長

登録年月 日

システムの名称

住民記録システム

コンピュータ処理等の目的

個人番号利用事務の実施にあたり、本人が通知力‐ ドやマイナンバーカー ドを所持せず個人番号が不明の場合、
又は個人番号の真正性に疑義がある場合に、姑象者の個人番号を含む本人確認情報をシステムを用いて検索する。

コンピュT夕処理等の条件
・オンラインによる画面検索のみ。
・ ID・ パスラー ドにより操作者を限定する。
:ス クリーンセイバーを使用する。

ヨンピュータ処理等をする

個人情報の項 目

1氏 名

12 24

13 25

個人番号
)

２

３

４

５

６

７

８

９

14 26

住 所 15 27

性 `男町 16 28

生年月日 17 29

18 30

19 31

20 32

21 i33

10 22 34

11 23 35

備  考



(第 6号様式)

個人情報コンピュ=夕処理等登録票 部 課 名 ヤ`きいき生活部保険年金課

管理責任者 いきいき生活部保険年金課長
業務の名称

国民健康保険 不当利得

登録年月日

システムの名称

国保総合システム

コンピュータ処理等の目的
。国民健康保「父制度に基づく適正な療養の給付を行うため、画像化された診療報酬明細書
テムで管理すると

・内容点検のための該当レセプトの抽出等を機械化する。 ′   j
。過誤処理レセプ ト情報を、回線を使用して送付する。
・保険資格情報を、回線を使用して送付する。
・資格期間外受診 。負担割合誤りのレセプ トを返還請求するために内容を点検する。

(レセプ ト)を シス

コンピュニタ処理等の条件

,ID、 パスワー ドにより操作者を限定すると
・会計年度任用職員は、管理責任者の許可を受け、「国民健康保険関連業務」に限定して、職員の補助者とし

端末操作を行う。
・閉鎖されたネットワークを使用し(送受信するファイルは暗号化する。
‐フアイヤーウオールの設置、ィスタ リーンセ▼バーの使用意     :          、

コンピユす夕処理等をする

個人情報の項 目

1 氏名

12収 入状況 24

13公 的扶助の受給 25

２

３

４

５

６

７

住所 14保 険給付状況 26

性 別 15健 康状況 27

生年月 日 16病 名 28

電話番号 17障 がいの状況 29

世帯主との統柄 18医 療機関名 30

親族関係 19医療給付 31

8、 住民異動年月 日 20 32

9 職業・職歴 21 33

10加 入健康保険 22 34

11取 得医療証 23、 35

備 考



<参考>

○国民健康保険法

(昭和三十三年十二月二十七日)

(法律第百九十二号)

(資料の提供等)

第百十三条の二 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要がある

と認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者若 しくは

被保険者の属する世帯の世帯主の資産若 しくは収入の状況又は国民年金の被保険者

の種別の変更若 しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況にっき、官公署に

対し、必要な書類の開覧若 しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の

機関若 しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができると

2 市町村は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、組合、

第六条第一号から第二号までに掲げる法律の規定による保瞼者若 しくは共済組合又

は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとさ

れた日本私立学校振興・共済事業団に対し、他の市町村若 しくは組合が行 う国民健

康保険の被保険者、健康保険若 しくは船員保険の被保険者若 しくは被扶養者、共済

組合の組合員若 しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若 しくは被扶

養者の氏名及び住所、健康保険法第二条第二項に規定する適用事業所の名称及び所

在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。

(平一二法一四〇・追加、平一四法一〇二 ,平一七法一〇二 。平一人法人三・

平一九法一一〇・令元法九 。一部改正 )



22町市市第 1478号
2023年 2月  24日

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町田市長職務代理者

町田市副市長 榎本 悦次

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

記

「住民基本台帳」業務における個人情報業務登録票の変更及びコンピュータ処理等につ

いて           '

※変更の理由

マイナポータルぴった リサービスを利用 した申請を受け付けるため

は追力日

添付書類
・′個人情報業務登録票

・個人情報コンピュータ処理等登録票

08306
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 その 1 部 課 名   市民部市民課及び各市民センター

業務の名称

住民基本台帳
管理責任者   市民部市民課長及び各市民センター長

登録年月日

1997,3.10  1999,3,8

2001.5.14  2002.6.10

2004.10.18  2004,12.13

2014.10.20  2015.6.8

2018,3.12  2019.2.18

2020.10.12 2022.6.13変 更

1989.10.1

2000,3.13

2004,4.12

2012.2.13

2017.7.10

2020.1.20

収 集 の 日寺期  画 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期

住民基本台帳及び戸籍の附票

消除・改製後 150年

◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

都  課  名 業 務 の 名 称

業務廃止の時期 謝務都市民税課 市・都民税賦課

業務の目的

住民の居住関係の公証及び、選挙人名簿
の登録その他の住民に関する事務処理の

基礎とする。

財務部資産税課 固定資産税・都市計画税賦課

財務部納税課
市税徴収 (滞納整理 )、 国民健康保険税

彎又納、国民健康保険税徴収 (滞納)

市民都市民課
戸籍く住居表示戸番号付定、広域証日月発

行サービス

市民部市民課及び各市民セン

ター

印鑑登録 。証明、マイナンバー制度カー ド

管理、在留管理、東日本大震災避難者支援

(取 りまとめ)

市民部堺市民センター 広域証明発行サービス

地域福祉部生活援護課 生活保護

対象となる個人の範囲

③ 届出義務者及びその代理人

② 住民票の写し等交付請求者

③ 住民票実態調査対象者及びその居住に

関する情報提供者

④ 在外選挙人名簿登録者

いきいき生活部保険年金課

国民健康保険被保険者資格、国民健康保

険税賦課、後期高齢者医療、国民年金資

格、国民年金保険料

いきいき生活部介護保険課
介護保険被保険者管理、介護保険給付

管理   ヽ

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集)

本人等への明示の方法

口頭による

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

市区町村
l主 民票及び戸籍・戸籍の附票の記載通蜘
に関する情報、居住に関する情報

市区町村選挙管理委員会 在外選挙人名簿の登録

記録の保管方法

文書・電子媒体

キャビネット・書庫に保管

保管上の留意点

ヤビネットと書庫は全てに施錠

区画整理組合

土地の名称・地番変更に伴う新旧対照表、

区画整理区域内の土地・家屋所有者、居住

者の確認

都市再生機構

土地の名称・地番変更に伴 う新旧対照表、

区画整理区域内の土地・家屋所有者く居住

者の確認

不動産所有者・管理者
住民実態調査対象者等の居住に関する情

報

本人等以外か らの収集の際の通知は省略

とします。

備 考 本人等以外収集の根拠
■法令  □緊急  回公知  ■その他

・住民基本台帳法第 9条、第 17条の 2、 第 19条、

第 30条の 2、 第 30条の50、 第 34条



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 その 2 都 課 名   市民部市民課及び各市民センター

業務の名称

住民基本台帳
管理責任者   市民都市民課長及び各市民センター長

登録年月 日

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的
子ども生活部子 ども総務課

児童手当、子ども手当、児童手当 (201
2年創設 )

子ども生活部子 ども家庭支援

センタ‐ 緊急一時保護宿泊費等助成事業

都市づくり部土地利用調整課 鮭居表示

都市づくり部地区街づくり課
区画整理事業 (組合施行)指導、

土地区画整理事業 (市施行)実施

都市づくり部建築開発審査課 建築等確認審査

学校教育部学務課 就学

選挙管理委員会事務局 選 挙

対象となる個人の範囲

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

本人等への明示の方法
機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

腎住情報提供者 住民実態調査紺象者等の居住に関する情報

警察署 ス ト‐カー行為又は暴力行為の被害

吼偶者暴力相談支援センター 暴力行為の被害

記録の保管方法 児童相談所 暴力行為の被害

東京都水道局 水道料金業務

出入国在留管理庁 住留管理業務、出入国記録

保管上の留意点 東京法務局町田出張所 土地・家屋の所有者の確認

東京都および地方公共団体 1晴

報システム機構
本人確認情報管理

備  考 本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急  □公知  □その他
・町田市住民基本台帳事務における支援事務取扱要領第 5



(第 1号様式 2)
業務の名称  住民基本台帳 部 課 名  市民都市民課及び各市民センター

報

個

　
　
　
人
　
　
　
情

記

録

の

項

目

(1)共 六 的 I百 目 (2)思想・信条等に関する項 目

Э

②
Э

④

Э

③

Э
③

9
⑩

③

②

③

⑭
⑮

④

⑦

③

⑩
④

④

月 日

氏名

個人番 号

住所
1性男町

生年

電話番号

本籍

国籍

世帯

親族

主との続柄

関係

家庭環境等

印鑑登録・印影

出生  ‐

死亡

垢討化

住民異動年月日

異動事由

使用の目的

筆頭者

住民栗コー ド

電子メールア ドレス

② 公的個人認証

の 住民基本台帳力‐ ド

の 在留資格

の 住民記録システム注意

情報

Э 成年後見

Э 個人番号カー ド

☆収集の目的

③はDV被害者等支援措

置を含む。

③にっいては、本人以外の

者の請求の場合に収集す

る。

⑪②は電子申請者のみ

②の公的個人認証とは、秘

密鍵、公開鍵、証明書シリ

アル番号、発行年月日、有

効期間満了日、失効事由を
いいます。

1主義・主張
2支持政党
3宗教

Э 趣味・R音好
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

のは、犬の飼育の有無につ

いて収集

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項 目

Э

2

3

④

5

③

Э

③
③

③
11

12

13

職業・職歴

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

加入健康保険

加入年金

選挙資格

学籍

加入介護保険

☆収集の目的

④は本人確認を行うため
のみ。

1

2

3

④

③
6

7

8

9

10

11

12

13

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

所見

☆収集の目的

④は、運転免許証等により

本人確認を行 うためのみ。

⑤は、為警察署・配偶者暴力相

談支援センタ▼ '児童相談

所・子ども生活部子ども家

庭支援センターからのス ト

ーカー行為・暴力行為の被

害に関する所見。

(5)財産・収入に関する項目 (6)心身等に関する項 目

1収入状況

② 財産状況

3納税額等

④ 取引状況

⑤ 公的扶助の受給

③ 各種貸付金

⑦ 住居の間取り,図面

③ 金融機関名
9口座番号

⑩ 手当の受給

⑪ 土地の状況

⑫ 建物の状況

⑩ 被災

14

15

☆収集の目的

④はクレジントカ~ド等

による本人確認及びキャ

ッシュレス決済に使用す

るため。

9はクレジットカー ド等

による本人確認に使用す

るため。

⑦については、正確な住所

を確定するため。

③は、東日本大震災の被災

者のみ収集

Э 健康状況

2病歴    
―

Э 障がいの状況

④ 容姿 (写真)

Э 被害の状況

③ 要介護認定審査

Э 妊娠
8

9

10      「

11

12

13

14

15

☆収集の目的

Эは、病院等の入院患者の

方の住所を確定するため。

③は、身体障害者手帳によ

り本人確認及び番号連携を

行うためのみ。

④は、証明書等の写真によ

り本人確認 を行 うための

とアメ。

③は、警察署・配偶者暴力相

談支援センター・児童相談

所・子ども生活部子ども家

庭支援センターからのスト
ーカー行為 1暴力行為の被

害の状況。

⑥は、介護保険受給資格証

明書を発行するため。



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 市民都市民課及び各市民センター

業務の名称

住民基本台帳
管理責任者

市民部市民課長及び各市民センタ

ー長

登録年月 日

システムの名称
マイナポータルぴつたリサービス (オ ンライン申請)

コンピュータ処理等の目的

転入・転出の手続について、マイナポータルぴったリサービスを利用 し、電子申請を可能とすることで申講

者の利便を図るとともに、受付事務の効率化を図る。

ヨンピュータ処理等の条件

業務上必要のない項目は収集 しない。

ID・ パスワー ドにより操作者を限定する。
スクリーンセーバーを使用するЬ

町田市とマイナポータルぴったリサービス間の情報交換は、行政専用回線 (LG―WAN)を 使用する。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12職 業 24

13加 入健康保険 25

2 住所 14加 入年金 26

３

４

５

６

７

８

９

′陛月け 15財 産状況 27

生年月日 16手 当の受給 28

電話番号 17障 がいの状況 29

世帯主 との続柄 18要介護認定審査 30

家庭環境等 19妊 娠 31

ア

住民異動年月日 20 32

異動事由 21 33

10電 子メールア ドレス 22 34

11趣 味・嗜好 23 35

備 考
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